
2021年4月1日

自動車運転者の労働時間等の改善について

関労働基準監督署



１．時間外労働の上限規制

２．荷待ち時間の改善事例



労働時間法制の概要
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◆ １週40時間／１日８時間を超えて労働させてはならない

◆ 毎週少なくとも１回（または４週間に４日以上）の休日が必要

原則

◆ 例外的に時間外・休日労働をさせる場合は、使用者と労働者

の代表で36協定を締結し、労基署に届け出ることが必要

◆ 36協定では、時間外労働の最大の時間数などを定める

例外

⇒ 36協定に定めることができる時間外労働の時間数のルールは？

共通



トラックドライバーの上限規制

Ｒ６年３月31日まで

Ｒ６年４月１日以降
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※大臣告示（限度基準告示）の適用なし上限なし

（例外）

法律による上限 年960時間
（原則）
法律による上限
月45時間
年360時間

１年間（12か月）

法定労働時間

限度時間

特別条項

※ 改正された「改善基準告示」も2024年４月から適用されている

共通



労働時間の把握

◆ 使用者の指揮命令下に置かれている時間
のことであり、使用者の明示または黙示
の指示により労働者が業務に従事する時
間は労働時間に当たる

◆ 業務の準備・後始末の時間、研修・教育
訓練を受ける時間や、待機の時間も、使
用者の明示または黙示の指示がある場合
には、労働時間に該当する

労働時間とは
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◆ 使用者が自ら確認するか、タイムカード
等客観的な記録を基礎として確認する

◆ やむを得ず自己申告によって労働時間を
把握する場合には、労働時間適正把握ガ
イドラインに基づく措置を講じる必要が
ある

労働時間適正把握

共通



「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（改善基準告示）

 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（改善基準告示）は、トラックなどの自動車運転者について、労働時間等

の労働条件の向上を図るため、その業務の特性を踏まえ、すべての産業に適用される労働基準法では規制が難しい拘束時間

（始業から終業までの時間（休憩時間を含む))、休息期間（勤務と勤務の間の自由な時間）、運転時間等の基準を定めたもの。

・長時間労働、交通事故の増加
・路面運送における労働時間及び休息期間に関するＩＬＯ条約採択

拘束時間、休息期間等の基準を定めた局長通達の策定（昭和54年）

中央労働基準審議会での関係労使の議論

通達を大臣告示とすることで労使が合意し、
「改善基準告示」を策定（平成元年）

労働時間等の改善を定めた局長通達の策定（昭和42年）

制定の経緯

【参考】拘束時間と休息期間

▸ 拘束時間とは、労働時間、休憩時間その他の使用者に

拘束されている時間をいう。

▸ 休息期間とは、使用者の拘束を受けない期間をいう。 労働時間

休憩時間

24:00

08:00 21:00

00:00

拘束時間

作業時間（運転・整備等）

拘束時間休息期間 休息期間
手待ち時間（荷待ち等）

※告示制定以降、法定労働時間が段階的に短縮し、週40時間制へ移行す

るに伴い、見直しが行われた。平成９年に改正されてからは、令和４

年に至るまで、内容を伴う改正は行われていなかった。
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共通



トラック運転者に適用される「改善基準告示」の改正の概要①

旧告示 改正後（令和６年４月１日～）

１年、
１か月の
拘束時間

１か月 ２９３時間以内

【例外】労使協定により、次のとおり延長可
１年 ３,５１６時間以内の範囲で
１か月 ３２０時間以内（年６か月まで）

１年 ３,３００時間以内
１か月 ２８４時間以内

【例外】労使協定により、次のとおり延長可（①②を満たす必要あり）
１年 ３,４００時間以内
１か月 ３１０時間以内（年６か月まで）
①２８４時間超は連続３か月まで
②１か月の時間外・休日労働時間数が１００時間未満となるよう努める

１日の
拘束時間

原則 １３時間以内
（上限１６時間、
１５時間超は週２回まで）

原則 １３時間以内
（上限１５時間、１４時間超は週２回までが目安）

【例外】

宿泊を伴う長距離貨物運送の場合(※)、継続１６時間まで延長可（週２回まで）
※１週間における運行がすべて長距離貨物運送（一の運行の走行距離が450km以上の貨物運送）で、
一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合

１日の
休息期間

継続８時間以上 継続１１時間以上与えるよう努めることを基本とし、
９時間を下回らない

【例外】
宿泊を伴う長距離貨物運送の場合(※)、 継続８時間以上（週２回まで）
休息期間のいずれかが９時間を下回る場合は、運行終了後に継続１２時間以上の
休息期間を与える
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 長時間・過重労働の実態にある自動車運転者の時間外労働の削減や過労死等防止といった観点から、見直しを行うもの。

トラック



トラック運転者に適用される「改善基準告示」の改正の概要②

旧告示 改正後（令和６年４月１日～）

運転時間
２日平均１日当たり ９時間以内
２週平均１週当たり ４４時間以内

現行どおり

連続
運転時間

４時間以内
（運転の中断は、
１回連続１０分以上、合計３０分以上）

４時間以内
運転の中断時には、原則として休憩を与える
（１回おおむね連続１０分以上、合計３０分以上）
【例外】
SA・PA等に駐停車できず、やむを得ず４時間を超える
場合、４時間３０分まで延長可

予期し得ない
事象

予期し得ない事象への対応時間を、１日の拘束時間、運
転時間（２日平均）及び連続運転時間から除くことがで
きる（※１，２）

勤務終了後、通常どおりの休息期間（継続１１時間以上
を基本、９時間を下回らない）を与える

※１
予期し得ない事象とは、次の事象をいう。
・運転中に乗務している車両が予期せず故障したこと
・運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航したこと
・運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖されたこと又は道路が
渋滞したこと

・異常気象（警報発表時）に遭遇し、運転中に正常な運行が困難となった
こと

※２
運転日報上の記録に加え、客観的な記録（公的機関のＨＰ情報等）が必要。
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トラック運転者に適用される「改善基準告示」の改正の概要③

旧告示 改正後（令和６年４月１日～）

分割休息
特例

継続８時間以上の休息期間を与えることが困難な場合
・分割休息は１回４時間以上
・休息期間の合計は、１０時間以上

・一定期間（２か月程度）における勤務回数の
２分の１が限度

継続９時間以上の休息期間を与えることが困難な場合
・分割休息は１回３時間以上
・休息期間の合計は、
２分割：１０時間以上、３分割：１２時間以上

・３分割が連続しないよう努める
・一定期間（１か月程度）における勤務回数の
２分の１が限度

２人乗務
特例

車両内に身体を伸ばして休息できる設備がある場合、
拘束時間を２０時間まで延長し、
休息期間を ４時間まで短縮可

現行の内容に次の例外を追加

【例外】設備（車両内ベッド）が※の要件を満たす場合、
次のとおり、拘束時間をさらに延長可
・拘束時間を２４時間まで延長可
（ただし、運行終了後、継続１１時間以上の休息期間
を与えることが必要）

・さらに、８時間以上の仮眠時間を与える場合、
拘束時間を２８時間まで延長可

※ 車両内ベッドが、長さ198cm以上、かつ、幅80cm以上の連続した
平面であり、かつ、クッション材等により走行中の路面等からの衝撃
が緩和されるものであること。

隔日勤務
特例

２暦日の拘束時間は２１時間
休息期間は 継続２０時間以上

【例外】仮眠施設で夜間４時間以上の仮眠を与える場合、
拘束２４時間まで延長可（２週間に３回まで）

現行どおり

フェリー
特例

・フェリー乗船時間は、原則として休息期間（減算後の
休息期間は、フェリー下船時刻から勤務終了時刻まで
の間の時間の２分の１を下回ってはならない。）

・フェリー乗船時間が８時間を超える場合、原則として
フェリー下船時刻から次の勤務が開始される。

現行どおり
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トラック



トラック運転者に適用される「改善基準告示」の改正の概要④
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改善基準告示については、
パンフレットやQ＆Aもご参照ください。

トラック運転者の改善基準の

ポイント（パンフレット） 改善基準告示に関するQ＆A

トラック



36協定記載例（様式第９号の３の４）（トラック）
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●協定届に「別添協定書記載
のとおり」と記載した場合
には、協定書も添付して所
轄の労働基準監督署長に届
け出てください。

トラック



36協定記載例（様式第９号の３の５）（トラック）
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●協定届に「別添協定書記載
のとおり」と記載した場合
には、協定書も添付して所
轄の労働基準監督署長に届
け出てください。

トラック



36協定記載例（協定書）（トラック）
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協定書には赤枠部分を参考に改善基準告示との関係を定めるようにして、改善基準告示を遵守してください。

トラック



拘束時間の延長に関する協定書記載例（トラック）
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●トラック運転者の拘束時間は、原則として、
１か月：284時間以内
１年 ：3,300時間以内
であるが、本労使協定を締結することで、
１か月：310時間以内（年６回まで）
１年 ：3,400時間以内
まで延長可能。

●このとき、284時間超は連続３か月までとし、
１か月の時間外・休日労働時間数が100時間
未満となるよう努める必要がある。

●本労使協定は、所轄の労働基準監督署長への
届出は不要。

トラック



２ 事業の概要・スキーム

○生産性向上に向けた設備投資等の取組に係る費用を助成し、労働時間の削減等に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援。
○令和６年４月から時間外労働の上限規制が適用される業種等については、他の業種と比べ労働時間が長い実態があることも踏まえ、引き続き支援を実施。

１ 事業の目的

働き方改革推進支援助成金

コース名 成果目標 助成上限額※１（補助率原則3/4（団体推進コースは定額））

業種別課題対応コース
（長時間労働等の課題を抱え
る業種等を支援するため、労
働時間の削減等に向けた環境
整備に取組む中小企業事業主
に助成）

建設事業
以下の何れかを１つ以上実施
①36協定の月の時間外・休日労働時間数の削減
②所定休日の増加

成果目標の達成状況に基づき、①～②の助成上限額を算出
①月80H超→月60H以下：250万円※２
②４週４休→４週８休：100万円

自動車運転の業務
以下の何れかを１つ以上実施
①36協定の月の時間外・休日労働時間数の削減
②新規に10時間以上の勤務間インターバル制度を導入

成果目標の達成状況に基づき、①～②の助成上限額を算出
①月80H超→月60H以下：250万円※２
②11H以上：170万円※３

医業に従事する医師

以下の何れかを１つ以上実施
①36協定の月の時間外・休日労働時間数の削減
②新規に９時間以上の勤務間インターバル制度を導入
③医師の働き方改革の推進

成果目標の達成状況に基づき、①～③の助成上限額を算出
①月80H超→月60H以下：250万円※2
➁11H以上：170万円※４
③50万円

砂糖製造業
（鹿児島県・沖縄県に限る）

36協定の月の時間外・休日労働時間数の削減 月80H超→月60H以下：250万円※２

労働時間短縮・年休促進支援コース
（労働時間の削減や、年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に
取組む中小企業事業主に助成）

以下の何れかを１つ以上実施
①36協定の月の時間外・休日労働時間数の削減
②年休の計画的付与制度の整備
③時間単位の年休の整備及び特別休暇の整備

成果目標の達成状況に基づき、①～③の助成上限額を算出

①月80H超→月60H以下：200万円※５
②25万円 ③25万円

勤務間インターバル導入コース
（勤務間インターバルを導入する中小企業事業主に対し助成）

新規に９時間以上の勤務間インターバル制度を導入すること 導入した勤務間インターバルの時間数に応じて、以下の助成上限額となる
・９～11H：100万円 ・11H以上：120万円

団体推進コース
（傘下企業の生産性の向上に向けた取組を行う事業主団体に対し助成）

事業主団体が、傘下企業のうち１/2以上の企業について、そ
の取組又は取組結果を活用すること

上限額：500万円
複数地域で構成する事業主団体（傘下企業数が10社以上）の場合
上限額：1,000万円

合計250万円

合計470万円

合計420万円

合計350万円

※１ 賃上げ加算制度あり（団体推進コースを除く）：賃金を３％以上引き上げた場合、その労働者数に応じて
助成金の上限額を更に15万円～最大150万円加算（５％以上の場合は、24万円～最大240万円加算）。
（常時使用する労働者数が30人以下の場合は加算額が倍になる。）

※２ 36協定の月の時間外・休日労働時間数の削減幅によって以下の助成上限額となること。（※５においても同様）
月80H超→月60～80H：150万円／月60～80H→月60H以下：200万円

※３ 10H～11Hの勤務間インターバルを導入した場合は、助成上限額150万円
※４ ９H～10Hの勤務間インターバルを導入した場合は、助成上限額120万円、

10～11Hの勤務間インターバルを導入した場合は、助成上限額150万円
※５ 月80H超→月60～80H：100万円／月60～80H→60H以下：150万円

○助成対象となる取組（生産性向上等に向けた取組）：①就業規則の作成・変更、②労務管理担当者・労働者への研修（業務研修を含む）、
③外部専門家によるコンサルティング、④労務管理用機器等の導入・更新、
⑤労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新、⑥人材確保に向けた取組

（団体推進コースは、①市場調査、②新ビジネスモデルの開発、実験、③好事例の周知、普及啓発、④セミナーの開催、⑤巡回指導、相談窓口の設置 等）
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働き方改革の実現に向けて、荷主の方にもご協力をお願いしています

 トラックドライバーの長時間労働の背景には、長時間の荷待ちなど取引慣行上の課題があり、また、再配達

も負担となっている。

 厚生労働省では、国土交通省と連携して働き方改革ＰＲ動画を通じるなどして、荷主に向けて荷待ち時間の

削減への協力を呼びかけるとともに、国民に対しても再配達の削減を呼びかけている。

働き方改革ＰＲ動画のポイント
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（働き方改革ＰＲ動画）

トラックドライバーは、自動車運転の業務の中でも、特に労

働時間が長い業務であり、大型トラックでは全産業平均と比

べて、年間労働時間が400時間程度長い状況にあること。

トラックドライバーにとっては、荷物の積み下ろしの際の待

機時間が負担となっており、荷主の立場から何も対策をしな

ければ、2024年度には約14％、2030年度には約34％の輸

送能力が不足する可能性があると言われていること。

トラックドライバーが決められた時間内で効率よく業務を行

えるよう、荷主の方にも、トラック事業者等から待ち時間の

ことなどで相談があれば、協力して問題解決に取り組み、待

機時間の削減等にご協力をいただきたいこと。

また、一般国民の立場においても、なるべく再配達にならな

いような配慮をお願いしたいこと。

長時間の荷待ちに関する情報

メール窓口

トラック

労働基準監督署から荷主等に

対して、長時間の恒常的な荷

待ち時間を発生させないよう

努めることを要請している。



標準的運賃もご活用ください

 トラックドライバーの働き方改革の実現には、長時間労働の削減とともに賃上げを行っていくことが重要。

 令和６年３月に運賃水準を８％引き上げるとともに、荷役の対価等を加算した新たな標準的運賃が示された。

賃上げの原資となる適正な運賃収受に向けて、荷主の方との交渉にご活用ください。
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長時間の荷待ちが発生している、

荷主が交渉に応じず運賃・料金交渉が不当に据置かれるなど、

荷主との取引に関するお悩みは、国土交通省のトラックＧメン

にお寄せください。

厚生労働省もトラックＧメンに協力しています。

トラックＧメン相談窓口

（国土交通省）

悪質な荷主等に関する通報窓口

（国土交通省）

トラック



累進歩合制度の廃止にご協力をお願いします

 累進歩合制度については、自動車運転者の長時間労働やスピード違反を極端に誘発するおそれがあり、交通

事故の発生も懸念されることから、廃止する必要がある。
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営業収入等の最も高い者又はごく一部の労働者しか達成し得ない高い営業収入等を達成

した者のみに支給する制度

営業収入等に応じて歩合給の額が非連続的に増減する制度

累進歩合制度とは

累進歩合給

営業収入等を数段階に区分し、その営業収入の区分の額に達するごとに一定額の加算を

行う制度※

トップ賞

奨励加給

以下のような賃金制度は廃止してください。

※ 営業収入の区分の額に達
するごとに歩率が変動し、
歩合給は各区分間の運賃収
入等にその対応する比率を
乗じた金額を合計する制度
（いわゆる積算歩合正制）
は禁止されていない。

共通



ご静聴ありがとうございました。

2024年４月からが、働き方改革本番！

19

労働基準局

広報キャラクター たしかめたん

「働き方改革」は、

「魅力ある職場づくり」の実現による

生産性向上、人手不足解消のチャンス！

関 係 情 報 は こ ち ら の ウ ェ ブ サ イ ト で 発 信 し て い ま す 。

生 産 性 の 向 上 に 向 け て 、 働 き 方 改 革 推 進 支 援 セ ン タ ー

も 是 非 ご 利 用 く だ さ い ！

（厚生労働省ウェブサイト） （特設サイト「はたらきかたススメ」）

（働き方改革特設サイト）

（自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト）

共通



１．時間外労働の上限規制

２．荷待ち時間の改善事例


